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衆
議
院
議
員
後
藤
祐
一
君
提
出
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
に
伴
う
特
定
秘
密
の
指
定
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
か
ら
六
ま
で
及
び
八
に
つ
い
て

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
指

定
管
理
簿
及
び
特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
文
書
等
（
以
下
「
特
定
秘
密
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
簿
に
つ
い

て
は
、
関
係
行
政
機
関
に
お
い
て
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
管
理
簿
（
特
定
秘
密
指
定
管
理
簿
に
記
載
さ

れ
た
指
定
に
係
る
特
定
秘
密
の
概
要
を
含
む
。
）
及
び
特
定
秘
密
文
書
等
の
名
称
の
公
表
又
は
公
開
に
つ
い
て
は
、
行
政
機

関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
等
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
な

る
。な

お
、
特
定
秘
密
文
書
等
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
二
〇
一
五
年
一
月
三
〇
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
」
に
お

い
て
上
川
国
務
大
臣
が
答
弁
し
た
と
お
り
、
現
在
、
関
係
行
政
機
関
に
お
い
て
集
計
中
で
あ
り
、
当
該
集
計
を
終
え
た
後
、

適
切
な
形
で
公
表
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

七
、
九
及
び
十
に
つ
い
て

一



内
閣
保
全
監
視
委
員
会
及
び
独
立
公
文
書
管
理
監
に
よ
る
行
政
機
関
の
長
に
対
す
る
特
定
秘
密
文
書
等
の
提
出
の
求
め
等

の
措
置
並
び
に
関
係
行
政
機
関
に
よ
る
情
報
監
視
審
査
会
、
内
閣
保
全
監
視
委
員
会
及
び
独
立
公
文
書
管
理
監
へ
の
対
応
に

つ
い
て
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

百
八
号
）
、
「
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
に
関
し
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
」

（
平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
適
切
に
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


